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第８章 整備 
 

 

８－１．整備の方針	

 

名勝水郷柳河における整備は、「保存のための整備」と「活用のための整備」に大別することができ

る。本章では、第６章「保存」において示した方針に基づく「保存のための整備」の手法を 8-2 に、

第７章「活用」において示した方針に基づく「活用のための整備」の手法を 8-3 にそれぞれ整理し、

さらに構成要素毎の今後の具体的な整備方針を 8-4 に示した。 

 

（１）保存のための整備 

①構成要素の安定的な維持のために行う復旧（修理） 

名勝の本質的価値を表す構成要素を安定的に維持するために復旧（修理）を行う場合には、可能な

限り対象となる箇所の履歴及び景観的な特質を踏まえ、最適の材料・工法等を選択することとする。

また、構成要素が、材料・材質、形態・意匠、用途・機能のいずれか又は全てを築造当時又は白秋の

時代から継承している場合には、可能な限りそれらの保存（維持・継承）に努める。 

 

②樹木の計画的管理のための整備 

掘割沿いの樹木は、水面に影を落とし掘割の風致景観を形づくる諸要素としての保存及び掘割・歩

道を往来する人命等の安全の双方の観点から、計画的に枝ぶり・根張り等の管理を行う。特に、掘割

の近傍において大木と化し、護岸の石積みの孕み・緩み及び擁壁の亀裂等のき損の原因となっている

樹木をはじめ、掘割における川下り船の通行を阻害している樹木に関しては、日常的な軽度の枝打ち

及び１～２年の短い周期による剪定を行うのみならず、長期的な展望の下に公共事業の観点から 20～

30 年の周期で循環的に強剪定を行う。 

 

（２）活用のための整備 

①名勝水郷柳河の本質的価値の理解を助けるための整備 

第７章において示したとおり、名勝の本質的価値への理解を助けるための活用方策と連動して、立

地・周辺環境の状況にも配慮しつつ、統一した意匠・形態・材料の下に案内板・道標等の解説装置を

系統的に設置する。 

 

②民有地における親水性を高めていくための整備 

将来にわたり掘割沿いに住み続けるという名勝水郷柳河に独特の活用のあり方を実現していくた

めに、日々の暮らしの中で名勝水郷柳河らしさを身近に感じることができるよう、汲水場をはじめと

する水辺の環境整備を積極的に行う。 

また、親水性を高めていくための整備として、周辺の景観づくりが挙げられる。長期的な視点に基

づき目指すべき景観を設定し、それに近付けていけるよう整備・誘導を図ることとする。目指すべき

景観は、柳川市景観計画及び掘割を守り育てる行動計画の目指す方向性に沿うものであるが、詳細な

手法及び実施すべき事業の優先度は場所毎に異なるため、詳細を 8-4 及び附属資料（p.116）に示す。 
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③公共空間における親水性を高めていくための整備 

掘割沿いの公共空間においては、観光施策等と連動しつつ、名勝に相応しい散策・観賞の行為を通

じて掘割の水面に親しめるような環境整備を行う。  
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８－２．保存のための整備	

 

（１）掘割 

①掘割の護岸 

掘割の護岸整備にあたっては、以下の考え方に基づき材料・工法の選択を行う。 

 

ⅰ）当該箇所の歴史性（築造当時の工法等）を踏まえた護岸形式を選択する。（※） 

ⅱ）土地の造成等により改変が進んでいる場合及び築造当時の工法が不明である場合は、当該箇

所の状況に応じ、石積み護岸又は木柵等により、地区の歴史性及び名勝の風致景観に配慮し

た護岸形式を選択する。 

ⅲ）やむを得ない事情により上記ⅰ）・ⅱ）を適用できない場合に限り、現状復旧にとどめてよい

こととするが、出来る限り名勝の風致景観に配慮した意匠・形態（規模・色彩）を選択する。 

 

（※）当該箇所の歴史性を踏まえた護岸形式の考え方 

寛政年間の絵図（「沖端町御絵図」・「御家中絵図」、図 8-1）には、本丸・二の丸・三の丸及び曲

輪と呼ばれる区画の範囲とともに、当時築かれた土塁の位置及び土地の区画が示されている。また、

「柳河明證圖會」等の絵図（図 8-2）にも、石垣・土塁の位置が示されている。したがって、この

ような歴史資料から築造当時の掘割の護岸形式を推測することができる。 

以下に、築造当時の工法及び一部改変を経た現在の工法の分類別に、今後の改修方法と留意事項

を示す。 

表 8-1 築造当時及び現在の工法別の今後の改修方法と留意事項  

築造当時の 

工法 
現在の工法 今後の改修方法と留意事項 

空石積み 空石積み（在来工法） 在来工法を用いた石積み護岸への改修（復元的整備）を行うことが望ま

しい。 練石積み 

コンクリート（擁壁・ブロック等） 

土坡 土坡 護岸の強度、安全性等に問題がなければ土坡のままとする。補強が必要

な場合は木柵を用いた根固めを行う。 

ただし、隣接地の利用にあたり、水際に建築物を建設するのに伴って護

岸の補強が必要な場合は、石積み護岸としても良い。 

木柵 改修が必要な場合は、原則として引き続き木柵を用いる。 

ただし、隣接地の利用にあたり、水際に建築物を建設するのに伴って護

岸の補強が必要な場合は、石積み護岸としても良い。 

練石積み 護岸の状況に応じ、石積み護岸又は木柵により改修を行う。 

コンクリート（擁壁・ブロック等） 

 

なお、掘割の護岸整備にあたっては、「柳川市公共事業景観ガイドライン（案）」においても「水路

護岸」として整備の指針が示されていることから、本計画に示す改修方法との整合を図る（図 8-3）。 

 

②掘割の附属物 

防護柵・配管等の掘割の附属物を整備するにあたっては、「柳川市公共事業景観ガイドライン

（案）」における「水路附属物」の指針を参照するものとする。  
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図 8-1 寛政年間の絵図5 

 

 

  

                                                  
5左より「沖端町御絵図」寛政２年（1791）、「御家中絵図」寛政３年（1792）、「町小路絵図」寛政３年（1791）。柳川城

下町の地形及び掘割が描かれている。図中に水色で表示された部分は掘割の水面、水面沿いに緑色で表示された部分は

土塁。 

図 8-2 「柳河明證圖會」にみられる石積み護岸・水門・汲水場・土塁（左：辻門内外、右：瀬高門水門） 
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